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国際競争力強化のための関係省庁システムの一体的運営及びNACCSセンターの民営化（独法→特殊会社）

○ 我が国港湾は、アジアの主要港と比較して相対
的に地位が低下

○ 海上コンテナ貨物に係る輸入手続所要時間は2.1
日（スーパー中枢港湾は1日を目指す）

○ NACCSが輸出入申告の約98%を電子的に処理
○ 輸出入手続、港湾関係手続等のシステムをそれ
ぞれの担当省庁が個別に管理

NACCSセンター
〈設立〉
昭和52年10月　認可法人として設立

〈概要〉
○ 理事長 菊池武久（前ﾐﾚｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ監査役）
○ 職員数 115名
○ 資本金 国　 6,000万円
  民間 3,000万円
  （航空会社、通関業者、倉庫業者）
○ 事業収入 約102億円

12 横浜 0.72

港名 取扱量
1 NY/NJ 1.95
2 ロッテルダム 1.90
3 香港 1.47
4 神戸 1.46
5 高雄 0.98
6 シンガポール 0.92
7 サンファン 0.85

16 釜山 0.63
18 東京 0.63

39 大阪 0.25
46 名古屋 0.21

33 名古屋 2.74

港名 取扱量
1 シンガポール 24.79
2 香港 23.23
3 上海 21.72
4 深圳 18.47
5 釜山 12.04
6 高雄 9.77
7 ロッテルダム 9.69

23 東京 3.70
28 横浜 3.20

39 神戸 2.41
43 大阪 2.23

1980 2006

NACCSセンターの民営化（独法→特殊会社）
考え方
○ 企業経営による業務運営の更なる
効率化

→ コスト削減、利用者の利便性向上

○ NACCSが我が国国際物流の基幹シ
ステムであること、輸出入の企業
情報を取り扱っていることから、
国による一定の関与が必要

→ NACCSの中立・公平かつ安定的な
運営

新会社
〈設立〉
平成20年10月1日株式会社とし
て設立予定
〈概要〉
○ 資本金　10億円（予定）
○ 業務：税関手続＋他省庁手続
＋民間業務＋目的達成業務

○ 国による定款、事業計画の認
可、監督、検査等

○ 国は議決権の過半数を保有

国
際
競
争
力
強
化
の
必
要
性

現状 輸出入等関連情報処理システムの改革
関係省庁システムの一体的運営

○ 利用者の利便性向上
○ 維持・管理コストの縮
減

○ 統一的なシステムによ
るセキュリティの確保

考え方
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年月 　内　　容
昭和52年10月 認可法人として航空貨物通関情報処理センターを設立

昭和53年 8月 航空貨物通関情報処理システム（Air-NACCS）稼働開始

平成3年　7月 新たに海上貨物を対象とすることとし、航空貨物通関情報処理センターを通関情報処理セン
ターに改称

平成3年 10月 海上貨物通関情報処理システム（Sea-NACCS）稼働開始

平成9年 2月 食品衛生手続を処理する厚生省（厚生労働省）輸入食品監視支援システム(FAINS)とのワンス
トップサービス開始

平成9年 4月 動植物検疫手続を処理する農林水産省輸入植物検査手続電算処理システム(PQ-NETWORK)、
動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)とのワンストップサービス開始

平成11年 10月 Sea-NACCSの更改（港湾手続の追加、全国での利用が可能）

平成14年 11月 貿易管理手続を処理する経済産業省貿易管理オープンネットワークシステム(JETRAS)とのワ
ンストップサービス開始

平成15年 7月 輸入・港湾関連手続シングルウインドウ業務の開始

平成15年 10月 認可法人としての通関情報処理センターを解散し、独立行政法人通関情報処理センターを設立

平成17年 11月 FAL条約に対応した入出港関連業務の改善（統一申請様式の採用、項目の簡素化）

平成19年 5月 NACCSと港湾EDIとの統合、国際的なシステム連携等が盛り込まれた「貿易手続改革プログ
ラム」策定

平成19年 12月 通関情報処理センターを特殊会社として民営化することを盛り込んだ「独立行政法人整理合理
化計画」閣議決定

■ 沿革
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　（税関手続と民間業務を同時に処理）

：官業務部分

：民間業務部分

Sea-ＮＡＣＣＳによる情報処理（概念図）
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Sea-NACCSによる情報処理（概念図）
（税関手続と民間業務を同時に処理）
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（注1） 各国の料金は平均的な輸入申告1件に要するシステム利用料金。
（注2） NACCSについては、平成14年4月及び平成16年10月に利用料金の引下げを実施。
（注3） 次期NACCSのトータルコストは、現行システムより３割弱削減される見込み。

システム利用料金の各国比較

60円

363 W（約42円）

45 NT$（約152円）

12.4 HK$（約174円）

7.8 RM（約253円）

2.88 S$（約218円）

4 A$（約384円）
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円
（平成19年12月NACCSセンター調べ）




